
                              2026年 5月 22日 

各位 

                               埼玉信用組合 

 

「上武地域信組アライアンス」の発足について 

 

埼玉県・群馬県に本店を置く地域型５信用組合（下記、ご参照）は、参加組合の組合員が営

む事業の相互利用促進・販路の拡大、利便性向上、また地域の産業振興に寄与することを目的

とし、各営業地域の枠を超えた広域情報連携となる「上武地域信組アライアンス」を発足させ

ました。 

【埼玉県】 

埼玉信用組合（本店：埼玉県本庄市、理事長：清和 均） 

熊谷商工信用組合（本店：埼玉県熊谷市、理事長：石川 和彦） 

【群馬県】 

ぐんまみらい信用組合（本店：群馬県高崎市、理事長：八髙 武） 

あかぎ信用組合（本店：群馬県前橋市、理事長：坂口 博樹） 

群馬県信用組合（本店：群馬県安中市、理事長：五十嵐 公） 

参加信用組合は、本アライアンスを通じて、各信用組合の組合員が行う事業や商品の販路・

購買の拡大支援、物流・サービスの円滑化を広域で後押しして参ります。これにより、地域経

済の発展に寄与し、信用組合の経営理念である相互扶助・非営利経営を更に強化して参ります。 

具体的には、組合員事業における「売る・買う」「貸す・借りる」情報を参加組合で収集・提

供し、広域で提供・連携を行い、実効性のある情報流通を行います。 

また、将来的には、各組合が地元経済情報の「ハブ」として機能し、事業承継視点でのＭ＆

Ａ情報や地元名物を集めた「合同フェス」の開催、地元高校生による「広域ビジネス発表会」

等に展開していくことを目指して参ります。 

 

【本件に関する参加組合のお問合せ先】（お問い合わせ時間 9:00-17:00（平日のみ）） 

埼玉信用組合     営業支援部       電話番号：0495-72-3511  

熊谷商工信用組合   営業推進部       電話番号：048-522-8713  

ぐんまみらい信用組合 営業推進部       電話番号：027-322-2055  

あかぎ信用組合    営業支援部       電話番号：0270-25-5414  

群馬県信用組合    お客様サポートグループ 電話番号：027-382-2433  

 

     

 



 

【アライアンスの主旨】 

刻々と変化する経済環境より、地域における中小事業者は多くの経営課題を抱えています。

われわれ信用組合は、既に資金繰り支援を通じた事業者支援を積極的に行って参りましたが、

更なる支援策の１つとして、「かね」以外の「ひと・もの・情報」を広域に連携・提供し、販路

拡大・売上伸長・経営効率化といった組合員事業者の経営課題解決に寄与していきたいと考え

ております。 

参加信用組合は、本アライアンスを通じて、県や営業地域を超えて、各信用組合の組合員が

行う事業や商品の販路・購買の拡大支援、物流・サービスの円滑化を、後押しして参ります。

これにより、地域経済の発展に寄与し、信用組合の経営理念である相互扶助・非営利経営を今

後も実現して参ります。 

群馬県と埼玉県の垣根を超えた、かつての「上州・武州」イメージを連想し、「上武地域信組

アライアンス」と名付けました。 

具体的には、組合員事業における「売る・買う」「貸す・借りる」等の情報を参加組合で収集・

提供し、広域で交換しあうことで、実効性のある情報流通を実現します。 

また、将来的には、事業承継視点でのＭ＆Ａ情報や、来なければ分からない「ニッチな地域

の魅力」発信に向けた「地元名物フェス」の開催、次世代の経営者育成・産業振興に寄与すべ

く地元高校生による「広域ビジネス発表会」の開催等に成長させ、各組合が地元経済情報の「ハ

ブ」として機能していくことを目指して参ります。 

更に、参加組合職員の合同研修や勉強会等、職員相互の交流による信頼関係の構築及びスム

ーズな情報連携に資する取組みを行ってまいります。 

なお、本アライアンスは、純粋に「経済あるいは顧客への情報連携・提供」を対象として取

り組むものとします。 

 

【主なアライアンス項目】 

下記のような連携協力を通じて、地域活性化をさらに発展させていきます。 

(1) ビジネスマッチング等の営業情報に関すること。 

(2) Ｍ＆Ａ、業務提携、事業承継等の情報に関すること。 

(3) 不動産情報に関すること 

(4) 人材情報に関すること 

(5) 合同フェスや地域ビジネス交流会・コンテスト等のイベント開催に関すること 

(6) 協定組合間連携に向けた合同研修や勉強会等 

(7) 前号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

                                       以上 


